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参
照
条
文

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

○
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
五
月
二
十
日
法
律
第
四
十
四
号
）
（
抄
）

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
五
条
第
七
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
官
公
署
、
病
院
、
学
校
そ
の
他
の
公
益
上
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
に
つ
い
て
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
十
五
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
定
行
政
庁
は
、
被
災
者
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の

必
要
が
あ
る
応
急
仮
設
建
築
物
に
つ
い
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
災
者
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当

な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
延
長
に
係
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
応
急
仮
設
建
築
物
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
」
を
「
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
病
院
、
学
校
そ
の
他
の
公
益
上
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
用
途
に
供
す
る
災
害
救
助
用
建
築
物
又
は
公
益
的
建
築
物
に
つ
い
て
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
十
七
条
の
三
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

特
定
行
政
庁
は
、
被
災
者
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
前
項
に
規
定
す
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
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必
要
が
あ
る
災
害
救
助
用
建
築
物
又
は
公
益
的
建
築
物
に
つ
い
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お

い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
災
者
の
需
要
に

応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
建
築
物
が
不
足
す
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
延
長
に
係
る
期
間
を
超
え
て
使
用
す
る
特
別
の
必
要
が
あ
る
災
害
救
助
用
建
築
物
又
は

公
益
的
建
築
物
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
百
一
条
第
一
項
第
九
号
中
「
第
八
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「

第
八
十
五
条
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
又
は
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号

中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

一

第
三
条
及
び
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
十
一
条
の
規
定
及
び
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
一
条
（
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
十
八
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
百
六
十
条
の
十
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
二
百
六
十
条
の
二

十
八
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
十
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定

令
和
五
年
四
月
一
日

（
官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
四
項
中
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
」
に
改
め
る
。
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（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
五
条
の
七
中
「
及
び
第
四
項
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
、
「
許
可
」
と
、
同
項
本
文
」
を
「
許
可
」
と
、
同
法
第
八
十
五
条
第
五
項
中
「
、
被
災
者
」

と
あ
る
の
は
「
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
（
自
衛
隊
法
第
八
条
に
規
定
す
る
部
隊
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
「
。
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
「
。
自
衛
隊
の
部
隊
等
」

と
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
本
文
」
に
、
「
読
み
替
え
る
」
を
「
、
同
条
第
五
項
中
「
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
の
部
隊
等
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め

る
。

（
都
市
緑
地
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
四
号
中
「
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
並
び
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
」
を
削
り
、
「
存
続
期
間
等
」
を
「
存
続
期
間
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
特
定
非
常
災
害
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
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第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
延
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
（
次
項
及
び
附
則
第
十
四
条
に
お
い
て
「
新
基
準
法
」
と
い

う
。
）
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
許
可
の
期
間
の
延
長
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
特
定
非
常
災
害
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
又
は
第
八
十
七
条
の

三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
延
長
に
係
る
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
又
は
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の

延
長
に
係
る
申
請
と
み
な
す
。

（
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
九
条
第
三
項
中
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
第
八
十
七
条
の

三
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
中
「
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
避
難
住
民
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
三
十
一
条
中
「
第
九
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
ま
で
」
に
、
「
、
第
八
条
及
び
第
九
条
」
を
「
及
び
第
八
条
」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
十
九
条
ま
で
」
を
「
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
条

削
除

別
表
の
四
の
項
中
「
応
急
仮
設
建
築
物
活
用
事
業
」
を
「
削
除
」
に
改
め
る
。
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（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
復
興
特
区
法
」

と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
の
許
可
の
期
間
の
延
長
は
、
新
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
て
い
る
許
可
の
期
間
の
延
長
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
復
興
特
区
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
四
項
の
許
可
の
期
間

の
延
長
に
係
る
申
請
は
、
新
基
準
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
延
長
に
係
る
申
請
と
み
な
す
。

（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
中
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
第
八
十
七

条
の
三
第
一
項
本
文
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「

及
び
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
加
え
、
「
「
非
常
災
害
区
域
等
（
」
を
「
同
法
第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
非
常
災
害
区
域
等
（
」
に
、
「
同
項
中
「
非
常
災
害
が
あ
つ

た
」
と
あ
る
の
は
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
政
府
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
」
と
、
」
を
「
同
法

第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
八
十
七
条
の
三
第
五
項
中
「
被
災
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
医
療
」
と
、
「
建
築
物
が
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
施
設

が
」
と
、
同
条
第
一
項
中
」
に
改
め
る
。

（
復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

復
興
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
当
該
復
興
推
進
計
画
」
及
び
「
計
画
の
変
更
の
認
定
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
応
急
仮
設
建
築
物
活
用
事
業
の
期
間
の
定
め
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
」
を
削
る
。


